
陳 情 一 覧 表 
 

 

平成２９年２月２７日（月） 

陳  情  

番  号  
件          名  陳  情  者  

付  託  

委 員 会  

陳  情  

第 １ 号  

陳情書「市民が条例を見て内容

がしっかりわかるようホームペ

ージに記載を求める事に関する

陳情」 

中津川市在住 

伊藤 いくこ 

総 務 企 画  

委 員 会 

陳  情  

第 ２ 号  

陳情書「消防団員本人に年俸・

手当の支給を求める事に関する

陳情」 

中津川市在住 

伊藤 いくこ 

総 務 企 画  

委 員 会 

 

 



 

 

陳 情 文 書 表 

 

平成２９年第１回中津川市議会（定例会） 

 
平成２９年２月２７日（月） 

受理番号 陳情第１号 受理年月日 平成２９年２月２１日 

件 

名 

陳情書「市民が条例を見て内容がしっかりわかるようホームページに記載を求め

る事に関する陳情」 

陳

情

者 

中津川市在住 

伊藤 いくこ 

付  託  

委 員 会  
総 務 企 画 委 員 会  

（１）要旨 

市民が条例を見て内容がしっかりわかるようホームページに記載を求める。 

 

（２）理由 

  改正後の消防団条例第１７条別表について、別表を見た限り出動・訓練・警戒

は１回（１日）１，１００円出ます。 

しかし運用基準が存在する。 

  これには訓練又は警戒は４時間未満は半額とある。 

つまり５５０円。 

  これは条例第１７条別表と矛盾する。 

  この先、市と団員（又は委任代理人）との金銭トラブルをさける為記載した方

が良い。 

 

                                      

 

  



 

 

陳 情 文 書 表 

 

平成２９年第１回中津川市議会（定例会） 

 
平成２９年２月２７日（月） 

受理番号 陳情第２号 受理年月日 平成２９年２月２１日 

件 

名 

陳情書「消防団員本人に年俸・手当の支給を求める事に関する陳情」 

陳

情

者 

中津川市在住 

伊藤 いくこ 

付  託  

委 員 会  
総 務 企 画 委 員 会  

（１）要旨 

  消防団員の年俸、手当の支払いを団員本人に支払う事を求める。 

 

（２）理由 

  団員は委任状により（委任状は強制ではない）年俸、手当の請求、受給、支払

いを各分団長に委任しているが、現状は、消防団長が市へ請求し、消防団会計に

支払いがされて、各分団長に支払いされている。民法第６４５条、６４６条にあ

るようには支払いがされていない。 

  なので、年俸、手当をめいかくにする為にも個人に支払ってほしい。 

 

                                      

 

  


